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会　議　等　結　果　報　告　書

 
会議区分 会　議　・　打合せ　・協　議

文書番号 １０６２
 決裁期日 令和８年６月１９日
 

名　　称 令和８年度 第２回安平町地域公共交通会議（兼 安平町地域公共交通協議会）

 
日　　時 令和８年 6 月 19 日（金）　午前・午後　　　10 時 00 分 ～ 11 時 20 分

 
場　　所 安平町役場 総合庁舎（大会議室）

 

出 席 者
[委　員]　12 名［12 名出席 / 17 名中］ 

 [事務局]　課長以下合計 4名

  

会議概要

【１　委嘱状交付】 

　＊構成組織の人事異動に伴う委嘱状交付を実施。（現地交付 1名、後日郵送 1名） 

 

【開会、会長挨拶】 

・委員17名中、過半数の出席を確認し会議が成立することを宣言。 

・6月に入り昨年に比べると夏日が少ない。しかし、近年夏日が多いことから危惧してい

るところ・ 

・5月中旬～6月上旬の菜の花シーズンには、気候にも恵まれ、期間中約７万人もの方々が

来訪。事故等なく無事終了したことについて、観光協会並びに農業者の方々など、この

場を持って関係者の皆様に敬意と感謝を申し上げる。 

・昨年度からライドシェアの実証実験を行い、高齢者の需要が高いことが分かった。今年

度は夏季シーズンに実施し、導入の可否について検討したい。 

・本日は、議事が大きく6点あるため、積極的に意見等をいただきたい。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【２　議事(1)安平町地域公共交通計画の令和7年度評価について】 

　＊安平町地域公共交通計画の令和7年度評価について、資料P3～7のとおり報告。 

　（質疑なし） 

 

　　⇒　議案のとおり承認 

 

【２　議事(2)令和8年度の地域公共交通対策事業について】 

　＊令和8年度の地域公共交通対策事業について、資料P8～12、別紙1に沿って説明。 

R8年度の「地域公共交通対策事業」について、①「町の地域公共交通対策事業」、②

「沿線連携による室蘭線利用促進事業」、③「国の交付金を活用した事業」の3つの柱

から説明。 

 

　⇒　議案のとおり承認 

  

 

 

 

 Ｑ．第二種運転免許取得費助成は累計で3名、実績として記載されているが、取得

後その方々はどうなっているか。
 Ａ．取得後は、デマンドバスの運転手や早来地区のハイヤーの運転手として活躍し

ている。
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 【２　議事(3)循環バスに係る地域公共交通確保維持事業計画について】 

＊資料P13～15に沿って説明 

循環バスは、運行経費の一部を国土交通省から補助金を受けながら運行している。　

この補助金は、国への申請時期が毎年6月末であり、補助申請にあたっては『安平町地

域公共交通計画（R4～R8）』のほか、年度ごとの事業計画を策定して委員の皆さんの承

認を得る流れになっているため、お諮りする。 

  

　　⇒　議案のとおり承認 

 

【２　議事(4)安平町地域公共交通協議会の決算及び予算について】 

　＊当協議会の令和7年度決算及び令和8年度予算について、委員に承認を求めるもの。 

　　資料P16～19に沿って説明。 

　　令和8年度予算案では、循環バスの運行補助金のほか、国土交通省の「交通空白緊急

解消事業」の補助金も収入として収納する見込み。 

　　収入・支出とも、5,820,220円の予算額となる。 

（質疑なし） 

 

⇒　議案のとおり承認 

 

【２　議事(5)安平町通院移送車運行事業に係る自家用有償旅客運送の更新登録につい

て】 

　＊資料P19に沿って説明。 

　（質疑なし） 

 

　　⇒　議案のとおり承認 

 

【２　議事(6)「循環バス「遠浅小学校前」バス停について】 

　＊資料P20～22に沿って説明。 

（質疑なし） 

 

　　⇒　議案のとおり承認 

 

【３　その他　】 

　＊資料P23に沿って説明。 

R8.9より公共ライドシェア実証に向けて、室蘭運輸支局へ「自家用有償旅客運送登録

申請書」を提出する予定のため、書面会議での決議にて申請書を提出する予定。 

現在の『安平町地域公共交通計画（令和4～8 年度）』について、今年度、期間満了

を迎えるため、新たな計画を事務局にて協議し、協議会にて検討予定。 

　 

　＊委員からの報告事項 

　（追分ハイヤー）人手不足に伴い、月・水・金については、当面の間は夜間の運行が難

しくなっている。早急に人員を確保し、回復を目指していきたい。 

　（地域住民代表委員）追分郵便局を循環バスの停留所として追加すると利便性が上がる

と思うので検討してほしい。 

【閉会】 

以上、終了。（11：20）

 Ｑ．観光フィーダー系統補助に変更となったときに、運行経路も変化していくとい

うことか。
 Ａ．運行経路・バス停は変わらない。国の財源が異なるため、補助額が増額となる

見込みのため、今年度から観光フィーダー系統補助に変更し申請を予定したとこ

ろ。


